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別紙２－１ 
 

防災訓練（総合訓練）結果報告の概要【濃縮事業部】 

 

 

１．訓練の目的 

本訓練は、濃縮･埋設事業所濃縮事業部原子力事業者防災業務計画に基づき、加

工施設における緊急事態を想定するとともに、全事業同時発災を想定した全社原子

力防災訓練として行い、全社対策本部、各事業部対策本部において、以下の５項目

に重点を置き、対策活動が有効に維持されていることを確認・評価し、必要に応じ

て、今後の防災活動、保安活動にその結果を反映することを目的とする。 

（１）各事業部対策本部と全社対策本部との役割分担と指揮命令系統の確認 

（２）各事業部対策本部と全社対策本部との情報共有や応援要請（共通資源の融通の

確認を含む）が円滑に実施できることの確認 

（３）地域特性をふまえ、厳冬期（積雪・凍結・寒さ）においても現場対策活動が確

実に実施できることの確認 

（４）対策本部の要員等の知識・技術の習得・向上とその継続的改善 

（５）訓練想定外事象に対する対応能力の確認 

 

２．実施日時 

２０１４年３月４日（火）１３：００～１６：２０（反省会含む） 

（訓練開始時 気温＝1.2℃、風向＝西北西 1.0m/s、積雪＝構内道路上なし） 

 

３．実施場所 
ウラン濃縮工場、事業部対策本部室、事務本館、東京支社および青森総合本部 

 
４．実施体制および評価体制 

（１）実施体制 
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（２）評価体制 
事業部対策本部室および各現場にモニタ係を配置し、チェックシートを用いて

対策本部、各班の活動状況を評価し、改善点の抽出等を行う。 
また、訓練終了後に事業部全体での反省会、各班での自己評価を行い、改善点

の抽出等を行う。 
 
５．防災訓練の項目 
総合訓練 

 
６．防災訓練の内容 
（１）通報訓練 
（２）モニタリング訓練 
（３）避難誘導訓練 
（４）設備応急訓練 
（５）消火訓練 
（６）その他訓練 
 
７．訓練参加者 
濃縮事業部における訓練参加者は以下のとおり。 
・当社社員   ： １４６名 
・協力会社社員 ：  ４５名 

 
８．想定事象 
六ヶ所村内において震度７の地震が発生し、地震の影響により、全交流電源が喪

失するとともに、液化中の均質槽１基（２号発回均質室）の配管および建屋扉が破

損し、破損箇所から六フッ化ウランが管理区域内および管理区域外（屋外）へ漏え

いする。 

また、地震の影響により、特高開閉設備（屋外）で火災が発生する。 

事象発生により、非常事態を発令し非常時対策組織を設置する。 

管理区域外への六フッ化ウランの放出により、モニタリングポスト２箇所の指示

値が上昇し、原災法第１０条および第１５条の通報基準に達するおそれがあるとし、

第１次緊急時態勢および第２次緊急時態勢の発令を行い、非常時対策組織から事業

部対策本部へ移行し対策活動を行う。 

応急対策として、建屋扉破損箇所および均質槽配管破損箇所の閉止措置（養生）

を行う。 

建屋扉破損箇所の閉止措置を行うことにより、管理区域外への六フッ化ウランの

放出が停止し、モニタリングポストの指示値が下降する。 

また、均質槽配管破損箇所の閉止措置により、六フッ化ウランの漏えいの拡大は

防止され、第１次緊急時態勢および第２次緊急時態勢を解除可能な状態となる。 

特高開閉設備（屋外）での火災については、自衛消防隊により消火活動を行い、

火災は収束する。 
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上記想定事象については、予め訓練参加者全員に提示して訓練を実施した。 

また、対応能力の確認のため、訓練途中で訓練事務局（コントローラ）から訓練

参加者に想定事象以外の事象を付与した。 

 
９．防災訓練の結果 
（１）通報訓練 
① 社外関係機関への通報連絡は、六フッ化ウランの漏えい時のＡ情報、原災法第
１０条通報、原災法第１５条報告、原災法第２５条報告をそれぞれＦＡＸ送信

するとともに電話連絡を行った。 
② 社内関係箇所である全社対策本部、東京支社および青森総合本部へは、ＴＶ会
議等により事象の進展、応急対策等の状況を適宜報告し、他施設の状況等につ

いて情報共有を図った。 
 
（２）モニタリング訓練 
① ウラン濃縮工場内から避難した作業員に対し、汚染検査を速やかに行った。 
② 建屋扉破損箇所およびモニタリングポストの放射線測定結果を収集し、対策本
部へ報告した。 

 
（３）避難誘導訓練 
① ウラン濃縮工場内から避難した作業員の点呼確認を行うとともに、当社社員お
よび協力会社社員の安否確認を行い、対策本部へ報告した。 

② 事象の進展に応じて、従業員等への周知および屋内退避指示を行った。 
 
（４）設備応急訓練 
① 施設の被害状況の確認のため、各現場へ作業員を派遣するとともに、管理区域
内に現場指揮所を設置した。 

② 各現場の状況に応じて、必要な安全装備（防護服、防護マスク等）を装着し、
六フッ化ウランの漏えいに対する応急対策として、建屋扉破損箇所および均質

槽配管破損箇所の閉止措置を行った。 

 
（５）消火訓練 
① 地震発生後、消火班は速やかに参集し、必要な装備の装着等、火災の発生に備   

えた準備を行った。 

② 火災確認後、消火設備(屋外消火栓および可搬式消防ポンプ)を使用し、消火活

動（実放水）を行った。 

 
（６）その他訓練 
① 対策組織等の設営 

    事象発生の５分後に非常時対策組織を設置し、事象の進展に応じて事業部対
策本部を設置した。 
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② 事象収束活動 
事業部対策本部において、プラント状況、被害状況等について情報収集を行

い、各班に対して具体的な対策活動の指示を行った。また、被災箇所の応急復

旧について、事象収束に向けた応急復旧策・優先順位を検討し、現場指揮所へ

の指示を行った。 
③ 全社対策本部等との連携 
事業部連絡要員を全社対策本部へ派遣するとともに、ＴＶ会議等を用いて、

全社大で必要な情報の共有を図った。 
また、全社対策本部からの指示は、本部長から各班へ周知した。 

 
１０．訓練の評価 

今回計画していた各訓練については、特に大きな支障はなく活動できており、

対策活動が有効に維持されていた。重点的に確認した５項目の評価結果は以下の

とおりである。 

（１）各事業部対策本部と全社対策本部との役割分担と指揮命令系統の確認 

事業部対策本部は本部長である事業部長の指揮の下、対策活動全般を行い、全

社対策本部は本部長である社長の指揮の下、各施設の状況把握の他、共通設備の 

運用、プレス対応、資機材の手配等を行うこととしており、指揮命令系統に混乱

はなく活動できた。 

 

（２）各事業部対策本部と全社対策本部との情報共有や応援要請（共通資源の融通の

確認を含む）が円滑に実施できることの確認 

全社対策本部へ派遣した事業部連絡要員、ＴＶ会議システム対応者が機能的に

活動し、的確に事業部の状況等を全社対策本部へ報告しており、情報共有が図ら

れていた。 
また、複数箇所での火災発生に対し、全社対策本部の総務班において各施設の

状況を把握し、全社対策本部長が決定した消防車両の出動先に従い、消防車両お

よび可搬式消防ポンプの融通を的確に行うことができた。 
 

（３）地域特性をふまえ、厳冬期（積雪・凍結・寒さ）においても現場対策活動が確

実に実施できることの確認 

屋外における建屋扉破損箇所での閉止措置、特高開閉設備での消火活動を確実

に行うことができたが、厳冬期とは言い難い条件となったことから、来年の厳冬

期に訓練を行い、再度確認する。 

また、屋内では、電源（照明）喪失の想定のもと、均質槽配管破損箇所での閉

止措置について、可搬式照明等を使用し確実に行うことができた。 

 

（４）対策本部の要員等の知識・技術の習得・向上とその継続的改善 

事業部対策本部は、各班に対して、プラント状況、事象の進展状況等、必要な

情報を報告させ、適切に収束に向けた指示を行った。 
各班の要員は、各自が行うべき対策活動を理解し、本部の指示に基づき、適切
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に対策活動を行った。 
また、前回訓練における反省事項（改善事項）に対しては、以下のとおり改善

を図った。 
① 全社対策本部と事業部対策本部の対策活動において情報が錯綜する場面があ
ったが、ＴＶ会議システム対応者の選任、情報共有ツールの利用等により、円

滑な情報の共有化を図った。 
② 現場における対策活動に関し、安全装備の装着に時間を要していたが、個別訓
練等により、技能の習得・向上を図った。 
③ 応急復旧に係る要員について、対策活動が長期化する場合の要員不足が懸念さ
れていたが、対応体制の見直しにより、現場作業員等の増員を図った。 

 

（５）訓練想定外事象に対する対応能力の確認 

一部の通信設備（一般回線電話、ＦＡＸ、ＴＶ会議システム）の使用制限に対

して、全社対策本部と事業部対策本部とで連携し、両本部内へ速やかに周知する

とともに、代替手段として、衛星電話、社内情報共有ネットワークシステム等に

より通報連絡、報告等を行うことができた。 
 
（６）その他 
① 避難誘導について 
事象発生後、速やかに避難誘導を行い、ウラン濃縮工場内作業員を迅速に安

全な場所へ避難させ、点呼確認および汚染検査を適切に行うことができた。 
なお、対策活動中は、無線機を使用し連絡を取り合っていたが、無線機が使

用できない場所があったため改善が必要である。 
② 通報文、プレス文の作成状況について 
事象に応じた適切な通報文、プレス文を作成し、滞り無く通報連絡等の対応

を行うことができた。 
なお、原災法に基づく通報、報告について、通報様式の運用が不明確であっ

たため改善が必要である。 
  ③ 現場における対策活動状況について 

対策本部の指示に基づき、破損箇所の閉止措置を速やかに行うことができた。 
また、事象の進展に応じ、事業所構内等の環境モニタリングを実施するとと

もに、環境への影響評価を適切に行うことができた。 
なお、全面マスク使用時の会話方法や作業完了時の確認方法が一部不明確で

あったため改善が必要である。 

 

１１．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

今回の訓練において抽出された主な改善点は以下のとおりであり、これらにつ

いては、今後、改善を図っていくこととする。 
また、これまでの訓練実績や評価結果を踏まえ、防災訓練に係る中長期計画を

策定し、継続的に改善を行うこととする。 
 



 6

・無線機が使用できない場所があったため、場所毎の通信機器の運用方法、代替

手段について検討する必要がある。 
・原災法に基づく第１５条報告（第１０条通報と合わせて実施）後、第２報には

第１５条報告様式、第３報には第２５条報告様式を使用しており、続報時の様

式が不統一であったため、通報様式の運用方法を明確にする必要がある。 
・全面マスク使用時の会話や作業完了時の確認が一部不明確であったため、現場

指揮所における指揮命令、伝達方法、作業完了時の確認方法について検討する

必要がある。 

 
以上 


